
国際海事機関（IMO）の概要

• 1958年設立、本部ロンドン、加盟国数172カ国

• 15ある国連専門機関のひとつで、船舶の安全、海洋汚染の防止のため
の世界統一ルールを策定。これまで、 「海上人命安全(SOLAS)条約」及
び「海洋汚染防止(MARPOL)条約」を含む59の条約を作成

• 我が国は、世界有数の海運国・造船国であり、IMO創設以来、組織運営
を担う理事国を務めている

•全加盟国で構成
•２年に１回開催

総 会

•理事国４０カ国で構成
•１年に２回開催

理 事 会 貨物輸送小委員会（CCC）

人的因子訓練当直小委員会（HTW）

IMO規則実施小委員会（III）

航行安全･無線通信･捜索救助小委員会（NCSR）

汚染防止・対応小委員会（PPR）

船舶設計・建造小委員会（SDC）

船舶設備小委員会（SSE）

海上安全委員会（MSC）

法律委員会（LEG）

海洋環境保護委員会（MEPC）

技術協力委員会（TC）

簡易化委員会（FAL）

IMOの構成



海洋環境保護委員会(MEPC)の概要

• MEPCは、海洋汚染防止条約（MARPOL）に基づく環境規制を検討、策定

• 温室効果ガス（GHG)、硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）の排出削減
、バラスト水管理、油汚染対策等の環境規制が海事産業に与える影響は
非常に大きく、注目度が高い委員会

• MEPC会合は2年に3回開催。MEPC議長及び副議長の選出は委員会で毎
年行われる。再選は最大4回まで

MEPCにおける審議の様子 発言する斎藤新議長


